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まちの花

町
議
会
３
月
定
例
会（
予
定
）

ど
な
た
で
も
傍
聴
で
き
ま
す

３
月
１
日
㊌　

開
会
日

　
　

２
日
㊍　

町
長
施
政
方
針
に

　
　
　
　
　
　

対
す
る
質
問

　
　

３
日
㊎　

一
般
質
問

　
　

６
日
㊊　

一
般
質
問

　
　

16
日
㊍　

閉
会
日

　
　
　
　
　
　
（
討
論
・
表
決
な
ど
）

※
日
程
は
、変
更
に
な
る
場
合
が

あ
り
ま
す
。詳
し
く
は
、町
議
会

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
や
議
会
事
務
局
で

ご
確
認
く
だ
さ
い
。

　

発
熱
な
ど
体
調
が
優
れ
な
い
場

合
は
傍
聴
を
ご
遠
慮
く
だ
さ
い
。

傍
聴
時
は
、マ
ス
ク
の
着
用
・
手
指

の
消
毒
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

ま
た
、町
議
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

で
生
中
継
お
よ
び
録
画
配
信
を

行
っ
て
い
ま
す
の
で
、ぜ
ひ
ご
覧

く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

議
会
事
務
局

☎
26
・
２
２
８
３（
直
通
）

本会議生中継・
映像配信

　

町
の
地
方
創
生
の
取
り
組
み
に

か
か
る
企
業
版
ふ
る
さ
と
納
税
と

し
て
フ
ァ
ー
ム
ド
ゥ
の
グ
ル
ー
プ

会
社
で
あ
る
フ
ァ
ー
ム
ラ
ン
ド
株

式
会
社（
代
表 

岩
井
雅
之
氏
）様

よ
り
１
０
０
万
円
の
寄
付
を
い
た

だ
き
ま
し
た
。

　

い
た
だ
い
た
寄
付
金
は
、環
境
へ

の
負
荷
の
少
な
い
ク
リ
ー
ン
エ
ネ

ル
ギ
ー
の
普
及
促
進
の
た
め
に
行

う「
住
宅
用
太
陽
光
発
電
シ
ス
テ
ム

設
置
整
備
事
業
費
補
助
金
事
業
」に

活
用
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

企
業
版
ふ
る
さ
と
納
税
で

吉
岡
町
を
応
援
し
て
く
だ
さ
い

　

企
業
版
ふ
る
さ
と
納
税
と
は
、

国
の
認
定
を
受
け
た
町
の
地
方
創

生
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
対
し
て
企
業

が
寄
付
を
行
っ
た
場
合
に
、法
人

関
係
税
か
ら
税
額
控
除
す
る
仕
組

み
で
す
。最
大
で
寄
付
額
の
約
９

割
が
軽
減
さ
れ
ま
す
。

　

こ
の
制
度
を
活
用
し
て
町
の
取

り
組
み
を
応
援
い
た
だ
け
る
企
業

の
皆
さ
ま
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

詳
し
い
内
容
や
、町
の
地
方
創
生

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
つ
い
て
は
、お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、寄
付
い
た
だ
く
に
は
、次

の
要
件
が
あ
り
ま
す
。

●
本
社（
税
法
上
の
主
た
る
事
業

所
ま
た
は
事
務
所
）が
吉
岡
町

に
な
い
企
業
が
対
象
で
す
。

●
１
回
当
た
り
10
万
円
以
上
の
寄

付
が
対
象
で
す
。

●
寄
付
企
業
へ
の
経
済
的
な
利
益

の
供
与
は
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。

●
寄
付
の
対
象
期
間
は
令
和
２
年

度
〜
令
和
６
年
度
で
す
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

企
画
財
政
課 

企
画
室

☎
26
・
２
２
４
１（
直
通
）

▲目録贈呈式

高橋本部長高橋本部長

企
業
版
ふ
る
さ
と
納
税

フ
ァ
ー
ム
ラ
ン
ド
株
式
会
社
様
よ
り
寄
付

まちの木

　立候補を予定している人または関係者は
参加してください。
▶期日　３月20日㊊
▶時間　13：30～
▶場所　役場大会議室（２階）

▶問い合わせ先
町選挙管理委員会　☎26-２２４０（直通）

町長・町議会議員選挙
4月18日告示　23日投開票
立候補予定者等説明会

　立候補を予定している人は立候補届出の
事前審査を必ず受けてください。
▶期日　４月11日㊋・12日㊌
▶時間　９：00～15：00
▶場所　役場大会議室（２階）

立候補届出の事前審査



町政ニュース

吉岡町役場 ☎54̶3111（代表）

●渋川市消費生活センター   ☎22-2325
㊊～㊎午前９時～午後４時（㊗・年末年始を除く）

●消費者ホットライン  ☎188
●群馬県消費生活センター  ☎027-223-3001

町ホームページはこちら▶

　成人年齢の引き下げから10カ月が経過しました。美容や副業に関する18歳、19歳からのトラブル相談が増えています。

少しでも不安に思ったら早めに消費生活センターなどに相談しましょう。

●美容（特に脱毛エステ）の相談
　・広告を見て、安価で体験できると思い来店したが、高額なコースを勧められて断れず契約してしまった。
　・通い放題コースを解約したが解約料が高額だった。
●副業の相談
　・ＳＮＳ広告で見た簡単に儲かるというサイトに登録したが、後に怪しいサイトだと分かった。
　・無料で開始できるサイトに登録したら、マニュアルの代金を請求された。

　・安さや気軽さなどのメリットのみが強調された文言をうのみにしない。
　・契約の内容や支払総額などをしっかり確認する。
　・不安なことがあればきっぱり断る。

相談事例

トラブルを避けるには

18歳・19歳の
消費者トラブル

月1で学ぶ！
消費者の賢コ

ツ

今月の手話
「雪」

①口を開き、人差し指で歯を指差しなが
ら、歯に沿って指先を左に動かします。
（白を表す手話）

②両手の親指と人差し指で輪を作り、ひら
ひらさせながら上から下へ下ろします。
（雪の降る様子）

申
請
は
３
月
中
に

紙
お
む
つ
・
尿
取
り
パ
ッ
ド
購
入
助
成
事
業

令
和
４
年
10
月
〜
令
和
５
年
３

月
に
購
入
し
た
紙
お
む
つ
や
尿
取

り
パ
ッ
ド
の
費
用
を
、申
請
に
よ

り
助
成
し
ま
す
。

▼
対
象

町
在
住
・
在
宅
で
、常
時
紙
お
む

つ
・
尿
取
り
パ
ッ
ド
を
使
用
し
、次

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
人

●
65
歳
以
上
で
要
介
護
３
〜
５
の

認
定
を
受
け
て
い
る
人

●
３
歳
以
上
で
身
体
障
害
者
手
帳

１
級
・
２
級
ま
た
は
療
育
手
帳

Ａ
を
持
っ
て
い
る
人

※
施
設
な
ど
に
入
院
・
入
所
し
て

い
る
人
は
除
き
ま
す
。

▼
申
請
期
間

３
月
１
日
㊌
〜
31
日
㊎

▼
申
請
方
法

次
の
も
の
を
介
護
高
齢
室
窓
口
に

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

□
申
請
書（
窓
口
で
受
け
取
る
か
、

町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
し
て
く
だ
さ
い
。）

□
令
和
４
年
10
月
〜
令
和
５
年
３

月
の
レ
シ
ー
ト
や
領
収
書

□
介
護
保
険
証
、身
体
障
害
者
手

帳
ま
た
は
療
育
手
帳
の
写
し

※
審
査
後
、申
請
書
で
指
定
さ
れ

た
口
座
に
振
り
込
み
ま
す
。

▼
助
成
上
限
額

１
万
円

▼
申
請
・
問
い
合
わ
せ
先

介
護
福
祉
課
介
護
高
齢
室

☎
26
・
２
２
４
７（
直
通
）

まちの鳥




